
令和３年４⽉１２⽇

経済産業省関連事業者⽀援策の概要
〜ものづくり補助⾦・持続化補助⾦・IT導⼊補助⾦〜

（注）本資料でご紹介する各種補助金等は国会での可決・成立が前提となります。
また、補助事業の詳細は検討中であり、補助内容や各種要件等は公募時に公表される公募要領等にてご確認ください。



⽣産性⾰命推進事業
 ⽣産性⾰命推進事業は、３つの補助事業の総称。

・⽣産性⾰命推進事業では、①ものづくり・商業・サービス補助⾦（以下、ものづくり補助⾦）、
②⼩規模事業者持続化補助⾦（以下、持続化補助⾦）、③IT導⼊補助⾦の３つの補
助⾦を⽤意。
・3事業の従来からの変更点として、通年での公募となるため、⼗分な準備をした上で、都合
の良いタイミングで、申請・事業実施が可能です。（締切⽇は複数回設けられます。）
・令和2年度第3次補正予算案では、感染対策と経済活動の両⽴に資する設備導⼊や販
路開拓への投資、テレワーク等に対応したITツールの導⼊等を⽀援するため、「特別枠」を新
特別枠「低感染リスク型ビジネス枠」に改編すると同時に、「事業再開枠」を廃⽌。
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⽣産性⾰命推進事業 特別枠の改編
 令和２年度第１次補正予算額︓７００億円

→特別枠（類型A、類型B・C）の創設により補助事業の拡充

 令和２年度第２次補正予算額 １，０００億円
→特別枠（類型B・C）の補助率引き上げ・事業再開枠の創設

 令和２年度第３次補正予算額 ２，３００億円
→特別枠の改編（低感染リスク型ビジネス枠創設）

【各補助事業の拡充内容（２次補正予算まで）】

【特別枠の申請要件】
※経費の1/6以上が、以下のいずれかに合致
類型Ａ︓サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を⾏うこと
（例︓部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停⽌に伴う新規顧客開拓）
類型Ｂ︓⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換
⾮対⾯・遠隔でサービス提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を⾏うこと
（例︓⾃動精算機、キャッシュレス決済端末の導⼊、店舗販売からＥＣ販売へのシフト）
類型Ｃ︓テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
（例︓ＷＥＢ会議システム、ＰＣ等を含むシンクライアントシステムの導⼊） 2

改編等

補助上限・補助率 通常枠 低感染リスク型ビジネス枠

持続化補助⾦
(販路開拓等) 50万円・2/3 100万円（※）・3/4

※ 感染防⽌対策費も⼀部⽀援

ものづくり補助⾦
（設備導⼊、システム構築）

1,000万円・
1/2(⼩規模 2/3) 1,000万円・2/3

IT導⼊補助⾦
（IT導⼊） 450万円・1/2 450万円（※）・2/3

※テレワーク対応類型は150万円

【低感染リスク型ビジネス枠】
持続化補助⾦︓ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、⽣産プロセスの導⼊等
（活⽤イメージ︓旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための
商品開発を実施。）
ものづくり補助⾦︓対⼈接触機会の減少に資する製品開発や設備投資、システム構築等
（活⽤イメージ︓AI・IoT等の技術を活⽤した遠隔操作や⾃動制御等の機能を有する製
品開発（部品開発を含む）、オンラインビジネスへの転換。）
IT導⼊補助⾦︓複数の業務⼯程を広範囲に⾮対⾯化する業務形態の転換が可能なIT
ツールの導⼊や、テレワークを⾏うため、複数の業務⼯程にクラウド対応したITツールを導⼊する
取組
（活⽤イメージ︓医師や患者の間での、予約管理、診療、決済業務を全て⾮対⾯で⾏える
ような「予約管理ツール」、「遠隔診察・診療ツール」、「オンライン決済ツール」の同時導
⼊。）

【第３次補正による改編（R3.2～）】



中⼩企業⽣産性⾰命推進事業
令和元年度補正予算額 3,600億円

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 (独)中⼩企業
基盤整備機構

運営費
交付⾦

事業イメージ
事業⽬的・概要
中⼩企業は、⼈⼿不⾜等の構造変化に加え、働き⽅改⾰や被⽤者保険の
適⽤拡⼤、賃上げ、インボイス導⼊など複数年度にわたり相次ぐ制度変更に
対応することが必要です。

 このため、中⼩企業基盤整備機構が複数年にわたって中⼩企業の⽣産性向
上を継続的に⽀援する「⽣産性⾰命推進事業（仮称）」を創設し、中⼩企
業の制度変更への対応や⽣産性向上の取組状況に応じて、設備投資、IT
導⼊、販路開拓等の⽀援を⼀体的かつ機動的に実施します。

当該事業を通じて、賃上げにも取り組んでいただきます。なお、積極的な賃上
げや被⽤者保険の任意適⽤に取り組む事業者は優先的に⽀援します。

成果⽬標
 ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進事業により、事業終了後３年で、
以下の達成を⽬指します。
・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上
・補助事業者全体の給与⽀給総額が年率平均1.5%以上向上
・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与⽀給総額年率平均1.5％
以上向上の⽬標を達成している事業者割合65%以上

⼩規模事業者持続的発展⽀援事業により、販路開拓及び⽣産性向上を⽀
援し、販路開拓につながった事業の割合を80%とすることを⽬指します。

 サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業により、事業終了後３年で、補助事
業者全体の労働⽣産性の年率平均３％以上向上を⽬指します。

中⼩
企業等

１．中⼩企業庁 技術・経営⾰新課 03-3501-1816
２．中⼩企業庁 ⼩規模企業振興課 03-3501-2036
３．商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

（使い勝⼿向上のポイント）
• 通年で公募し、複数の締め切りを設けて審査・採択を⾏うことで、予⾒可能性を⾼め、⼗
分な準備の上、都合のよいタイミングで申請・事業実施することが可能になります。

• 補助⾦申請システム・Jグランツによる電⼦申請受付を開始します。
• 過去３年以内に同じ補助⾦を受給している事業者には、審査にて減点措置を講じることで、
初めて補助⾦申請される⽅でも採択されやすくなります。

⺠間
団体等

定額
補助

補助
(1/2等)

※事業計画期間において、「給与⽀給総額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃⾦が地域別最低賃⾦＋
30円以上」を満たすこと等を申請要件とします。（持続化補助⾦及びIT導⼊補助⾦の⼀部事業者は加点要件）

※要件が未達の事業者に対して、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合や、付加価値額が向上せず賃上げ
が困難な場合を除き、補助⾦額の⼀部返還を求めます。

【基幹業務①】補助事業の⼀体的かつ機動的運⽤
①ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進事業（ものづくり補助⾦）
（補助額︓100万〜1,000万円、補助率:中⼩1/2 ⼩規模2/3）
中⼩企業等が⾏う、⾰新的なサービス開発・試作品開発・⽣産プロセス
の改善に必要な設備投資等を⽀援します。
②⼩規模事業者持続的発展⽀援事業（持続化補助⾦）
（補助額︓〜50万円、補助率:2/3 ）
⼩規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を⽀
援します。
③サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業（IT導⼊補助⾦）
（補助額︓30万〜450万円、補助率1/2）
中⼩企業等が⾏う、バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の
付加価値向上に資するITツールの導⼊を⽀援します。

【基幹業務②】先進事例や⽀援策の周知・広報
⽣産性向上に関する中⼩企業の先進事例を収集し、上記以外の⽀援
策とともに、ホームページ等で幅広く情報発信します。

【基幹業務③】相談対応・ハンズオン⽀援
制度対応にかかる相談に応じ、事業計画の策定段階から、国内外の事
業拡⼤等にかかる専⾨家⽀援やIT化促進⽀援を提供します。
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①ものづくり・商業・サービス補助⾦ ⇒今年度から多様化

4https://portal.monodukuri‐hojo.jp/index.htmlものづくり補助⾦総合サイト 検索 もの補助

５次〜 低感染リスク型ビジネス枠 補助上限1,000万円、 補助率２／３
対⼈接触機会の減少に資する製品開発や設備投資、システム構築等

新製品・新サービス開発・⽣産プロセスの改善に
必要な設備投資及び、試作開発を⽀援。（通常枠）

グローバル
展開型

ビジネスモデル
構築型

企業間連携型

サプライチェーン
効率型

Ｒ１補正予算
（ものづくり・
商業・サービス
⽣産性向上
促進事業）

※個者
※中⼩機構
が実施

新特別枠は
R２年3次
補正予算

Ｒ３当初予算
（ものづくり・
商業・サービス
⾼度連携
促進事業）

※連携体
※経産省
が実施

⼀般型

海外事業（海外拠点での活動を含む）の拡⼤・強化等を⽬的
とした設備投資等の場合、補助上限を引き上げ。（通常枠）

中⼩企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画策定
のための⾯的⽀援プログラムを補助

（例︓⾯的デジタル化⽀援、デザインキャンプ、ロボット導⼊ＦＳ等）

複数の中⼩企業等が連携して⾏う⾼度なプロジェクト
を最⼤２年間⽀援。
（連携体は５者まで）

幹事企業が主導するサプライチェーン全体を
効率化する取組を⽀援。
（連携体は１０者まで）

予算 事業類型 概 要 補助上限 補助率

新
特別枠

1,000万円

3,000万円

2,000万円
／者

1,000万円
／者

中⼩1/2
⼩規模2/3

中⼩1/2
⼩規模2/3

中⼩1/2
⼩規模2/3

中⼩1/2
⼩規模2/3

1億円
⼤企業1/2
それ以外の法
⼈2/3



①ものづくり・商業・サービス補助⾦の概要 中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
中⼩企業庁 ⼩規模企業振興課
商務・サービスG サービス政策課

03-3501-1816
03-3501-2036
03-3501-3922

5

【要件】

※１付加価値額とは、営業利益、⼈件費、減価償却費を⾜したもの
※２給与⽀給総額とは、全従業員（⾮常勤を含む）及び役員に⽀払った給与等（給料、
賃⾦、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚⽣費、法定福利費や退職⾦は除く）



新型コロナウイルス対応の「低感染リスク型ビジネス枠」
を創設！（⼀般型のみ）

物理的な対⼈接触を減じることに資
する⾰新的な製品・サービスの開発

新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた投資をすること

例：ＡＩ・ＩｏＴ等の技術を活⽤した遠隔操
作や⾃動制御等の機能を有する製品開発（部
品開発を含む）、オンラインビジネスへの転

換等

「低感染リスク型ビジネス枠」のメリット

「低感染リスク型ビジネス枠」の申請要件

物理的な対⼈接触を減じる製品・
システムを導⼊した⽣産プロセ
ス・サービス提供⽅法の改善

例：ロボットシステムの導⼊によるプロセス
改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを
提供するオペレーションセンターの構築等

ポストコロナに対応するビジネス
モデルの抜本的な転換に係る設

備・システム投資
キャッシュレス端末や⾃動精算機、空調設備、
検温機器など、ビジネスモデルの転換に対し
て⼤きな寄与が⾒込まれない機器の購⼊は、
原則として、補助対象経費になりません。

広告宣伝・販売促進費
を補助対象に

01

補助率が
１／２→２／３

02

6

特別枠で不採択になっても
通常枠で優先的に採択

⼀ 般 型
低 感 染 リ ス ク 型 ビ ジ ネ ス 枠①ものづくり・商業・サービス補助⾦の概要



①ものづくり・商業・サービス補助⾦の概要
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⼀ 般 型
低 感 染 リ ス ク 型 ビ ジ ネ ス 枠

【補助対象経費】



①ものづくり・商業・サービス補助⾦の概要
中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
中⼩企業庁 ⼩規模企業振興課
商務・サービスG サービス政策課

03-3501-1816
03-3501-2036
03-3501-3922
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 第6次締切における申請受付開始は令和3年4⽉15⽇から開始予定。



⾦属製品製造業

・これまで外注していた航空機⽤部品
の塗装⼯程が、コロナの影響を受けて
計画通りの⽣産が困難となった。
・このため、⾃ら塗装設備と技術を導⼊
し、塗装の内製化を図ることによって
⼀貫⽣産体制を構築する。

⾷料品製造業

・全国宅配⽤の家庭向け冷凍野菜供給
に対応するため、チャック機能付き包装
設備を導⼊。
・包装能⼒を拡充するとともに少量・⼩分
け・訴求⼒の⾼い商品を開発にも取り組
み、新たな供給体制を構築する。

・無⼈操作が可能な⼤型建造機械
の需要が拡⼤。
・国内メーカーの世界戦略に合わせ、
⼤型マシニングセンタを導⼊し、社内
の加⼯ノウハウを活かして⼤型部品
の量産体制を新たに構築する。

機械器具製造業
資本⾦6,000万円、従業員31⼈ 資本⾦1,000万円、従業員35⼈ 資本⾦2,000万円、従業員28⼈

取組例１ 取組例２ 取組例３

建設業

・顧客ニーズである「早く、精度良く、安全
に」を実現するために、ICTを搭載したグ
レーダー（整地⽤建設機械）を導⼊する。
・ICTを搭載することで、測量・施⼯作業の
精度・⽣産性の向上が図れるほか、災害
発⽣時の初動対応を強化する。

医療業

・コロナにより、使⽤する治療品のサプ
ライチェーンが甚⼤な被害を受けた。
・本事業でＣＡＤ／ＣＡＭシステム
を導⼊し、デジタル化とIoTの活⽤に
よって治療サービス全体の⽣産性向
上を図る。

・今回のコロナ危機など不測の事態に
備え、プラント等の保守検査を誰にで
も対応できるようにする必要がある。
・次世代エネルギー等に⽤いる新素材
等での⾮破壊検査で、簡単で早く検
査をできるサービスを確⽴する。

技術サービス業

個⼈事業主、従業員８⼈ 資本⾦1,300万円、従業員29⼈

取組例４ 取組例５ 取組例６

資本⾦2,000万円、従業員28⼈

■もの補助成果事例の検索等が可能
http://www.monodukuri‐hojo.jp/

①ものづくり・商業・サービス補助⾦の取組事例
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10

②⼩規模事業者持続的発展⽀援事業（持続化補助⾦）



②⼩規模事業者持続的発展⽀援事業(持続化補助⾦)
〜低感染リスク型ビジネス枠〜

＜１．事業概要＞
●感染拡⼤防⽌と事業継続を両⽴させるために、新たなビジネスやサービス、⽣産プロセスの導⼊等、
前向きな取組を加速化する⼩規模事業者を対象に⽀援

＜２．補助上限額・補助率＞
●補助上限額︓100万円・補助率3／4
補助⾦総額の1／4以内（最⼤25万円）を感染防⽌対策費に充当可能

＜３．補助対象経費＞
●ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に資する取組や感染防⽌対策費（機械装置費等）
＜４．想定される活⽤例＞
●ポストコロナ社会を⾒据えた対⼈接触機会の減少に資するビジネスモデルへの転換のため、飲⾷店が
⼤部屋を個室にするための間仕切り設置を⾏い、予約制とするためのシステムを導⼊。
●旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品開発を実施。
＜５．公募スケジュール等＞
●2021年3⽉31⽇〜公募要領公開（電⼦申請受付開始は4⽉中）第1回受付締切︓5⽉12⽇
●jGrantsによる電⼦申請のみの受付
＜要件＞
緊急事態宣⾔の再発令によって令和3年1〜3⽉のいずれかの⽉の売上⾼が対前年（or対前々年）
同⽉⽐で30％以上減少していること
＜メリット＞
・感染防⽌対策費を補助⾦総額の1／2以内（最⼤50万円）に引上げ
・審査時における加点措置を講ずることにより優先採択

＜対象＞
・消毒、マスク、清掃
・⾶沫防⽌対策
・換気設備 等

特別措置
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【参考】②持続化補助⾦活⽤事例

・配達とテイクアウト拡充による販路拡⼤計画
・デリバリー対応のための商品開発
・ECサイトで⾃社商品のオンライン販売
・テイクアウト増強のための予約注⽂サイト構築
・キッチンカー事業の⽴ち上げで移動販売
・液晶パネル券売機による接触機会の削減及びインバウンド獲得
・テイクアウト増産体制構築のための設備投資
・客室を改装した「お⾷事処」の設置による⾮対⾯型⾷事提供
・セルフレジの導⼊による⼈員削減・業務効率化と感染防⽌対策

 飲⾷業の補助⾦活⽤事例紹介
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③IT導⼊補助⾦



③IT導⼊補助⾦
中⼩企業等が業務効率化やＤＸに向けて⾏うITツールの導⼊を⽀援する補助⾦

＜フロー＞
①ITベンダー等が事務局に事業者情報及びIT
ツールを登録
②ツール導⼊を希望する中⼩企業等とITベンダー
等がパートナーシップを組んで補助⾦申請
※ITツールとは、中⼩企業等の労働⽣産性向上
に資する以下のものを指す
①ソフトウェア（業務プロセス）
②ソフトウェア（オプション）
③役務（付帯サービス・導⼊サポート）

○補助対象事業者︓中⼩企業・⼩規模事業者等（飲⾷、宿泊、⼩売卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）

＜類型＞ ※業務プロセス例︓顧客対応・販売⽀援、決済、調達、会計、総務・⼈事 等
【通常枠】 令和元年度補正
バックオフィス業務の効率化等付加価値向上に繋がるITツール導⼊を⽀援(補助率1/2)
①A類型︓1つ以上の業務プロセスを有するソフトウェアの導⼊(補助額30万円以上150万円未満)
②B類型︓4つ以上の業務プロセスを有するソフトウェアの導⼊(補助額150万円以上450万円以下)

○補助対象ツール︓補助⾦事務局の審査を受け、事務局に登録されているITツール（ソフトウェア、サービス等）
※相談対応等のサポート費⽤やクラウドサービス利⽤料（１年間分）等を含む
※ハードウェアの導⼊にかかる費⽤は原則対象外だが、「特別枠」類型ではハードウェアのレンタル費⽤が補助対象

令和2年度3次補正において次⾴のとおり⾒直し【特別枠】 令和2年度補正
コロナ対応のためテレワーク環境の整備等を⽀援
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③IT導⼊補助⾦
IT導⼊補助⾦２０２１（低感染リスク型ビジネス枠）【令和2年度3次補正】

新型コロナウイルス感染症が事業環境に影響を及ぼす中、事業の⾮対⾯化・⾮接触型への転換に資す
る複数のプロセスに対応したツールの導⼊等の前向きな投資を⽀援するため、既存の【通常枠】に加え、
【特別枠】を【C類型︓低感染リスク型ビジネス類型】と【D類型︓テレワーク対応類型】に⾒直し。

【補助対象経費】ソフトウェア費、導⼊関連費、ハードウェアレンタル費（※通常枠では対象外）
【C類型︓低感染リスク型ビジネス類型】 補助額30万円〜450万円 補助率2/3
(1)⾮対⾯化に資するITツールであり、以下の①〜⑦のうち2種類以上を含んでいること
①顧客対応・販売⽀援、②決済・債権債務・資⾦回収管理、③調達・供給・在庫・物流、④会計・財務・経営、⑤総
務・⼈事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス、⑥業種固有プロセス、⑦汎⽤・⾃動化・分析ツール（業種・業務が限
定されないが⽣産性向上への寄与が認められるもの）
(2)上記①〜⑦の異なる業務プロセス間での情報共有や連携を⾏うことで⽣産性の向上に寄与するもの
【D類型︓テレワーク対応類型】 補助額30万円〜150万円 補助率2/3
(1)C類型(1)と同じ（上記①〜⑦のうち2種類以上含むこと）
(2)テレワーク環境の構築に資するクラウド対応ツールであること

活
⽤
事
例

○事例①︓オフィス以外の場所からでも、いつでも安全に業務情報や顧客情報にアクセスできる環境を作りたい
→グループウェアを導⼊。社外から安全に業務情報にアクセスでき、作業環境の⾃由化と業務の⾮対⾯化に貢献
○事例②︓来店者の減少により対⾯販売の売上げが減少している、今後を⾒据えて海外にも販路を⾒出したい
→越境ECサイトを構築＋コンサルサービスを利⽤。SNSを通じた情報発信も⾏い、販路拡⼤と事業の⾮対⾯化を実現

【参考】IT導⼊補助⾦活⽤事例集︓ https://www.it-hojo.jp/applicant/casestudies.html

15スケジュール【第１次〆切分】申請開始︓4⽉7⽇〜 〆切⽇︓5⽉14⽇（予定）※第2次〆切は7⽉を予定


